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現在国保に加入されている皆さんの平成22年10月１日から使用する新しい被保険者証は９月下旬に世
帯単位で郵送します。
保険医療機関等を受診される方は次のことを必ず守ってください。
１．現在入院中あるいは通院中の方は、平成22年10月１
日以降新しい被保険者証を保険医療機関等の窓口に必ず
提示してください。
２．70歳以上の方は、「被保険者証」と「国民健康保険
高齢受給者証」をいっしょに保険医療機関等窓口に提示
してください。
３．10月１日以降新しく国保に加入したときも、入院・
通院にかかわらず、被保険者証を保険医療機関等の窓口
に必ず提示してください。
４ 月の初めや被保険者証が変わったときは、被保険者証を保険医療機関等の窓口に必ず提示してくだ
さい。

※他の保険に加入した方が変更の届出をしないまま、国保で医療機関等を受診された場合、医療費を返
還していただく場合がありますので、ご注意ください。

国民健康保険税は病気やけがをしたときの医療費にあてられる大切な財源です。保険税は忘れずに納税
しましょう。

■問合せ先 八峰町福祉保健課 保険年金係 牲76－4608

国民健康保険被保険者証の更新について

社会保険等への加入や喪失、転入、転出など、資格異動の手続きは、異動する人の被保険者証
を八峰町役場へ持参し、速やかに行ってください。
世帯主の変更や住所変更などのときは、国保に加入している世帯全員の被保険者証を八峰町役

場へ持参してください。変更後の被保険者証を交付します。

次に該当する方（※）は、９月30斥までに町へ申請をすれば、子ども手当を
４月分から受給できます。

●児童手当を受給していない方で、中学生以下の子どもを養育している方
●児童手当を受給していた方で、新たに子ども手当の対象となる子ども（中学
２・３年生）を養育している方

※平成22年４月１日（法律の施行日）現在で該当する方に限ります。

９月30日斥までに申請しない場合は、申請の翌月分からの支給となり、４
月分からの手当を受け取れません。
申請忘れのないよう、お早めに手続きをお願いします！

■問合せ先 八峰町福祉保健課 福祉係 牲76－4608

９月30日 
までに!!
９月30日 
までに!!

子ども手当の 
申請は 
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